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 平成３０年度秋田県の精度管理評価調査対象の追加について 

 

 

１ 調査対象として新たな検診機関を追加する趣旨 

 がん検診の目的である死亡率減少効果を発揮するためには、質の高い検診を

安定的に行う仕組み｢精度管理｣が必要であるとされており、個別検診に関して

もチェックリストで管理することになっていることから、市町村検診を受託す

る検診機関の現状を把握する必要がある。 

また、本調査は、｢当初より｢満点｣（すべて○）をとることのみを目指してい

るのではなく、少しでも良い方向へ進めていただくことが目的である。｣との考

え方が示されており、各検診機関における体制整備や改善をお願いするもので

ある。 

 

２ 精度管理調査を依頼する検診機関 

 市町村から検診を受託する医療機関の精度管理調査については、現在、秋田

県総合保健事業団と秋田県厚生農業協同組合連合会の病院を対象に行っている。 

 上記に追加して、平成 30 年度からは、調査を依頼する検診機関に、市町村が

検診を委託する個別医療機関のうち｢病院｣を追加し、調査への協力を依頼する。 

 

３ 調査対象として検診機関を新たに追加した場合の取り扱い 

（１）検診機関に依頼する調査 

  がん検診事業評価のためのチェックリスト遵守状況調査（○×回答）と、 

精度管理指標の調査の２つを行う。 

  調査を実施する場合は、事前に（平成 29年度中）に平成 30年度の調査予 

参考：平成 29 年度に市町村のがん検診を受託している病院 

【胃】 

  ①ＪＣＨＯ秋田病院 

 【大腸】 

①今村病院、②五十嵐記念病院、③土崎病院、④白根病院、⑤市立秋田総合病院、⑥小

泉病院、⑦飯川病院、⑧中通総合病院、⑨秋田回生会病院、⑩御野場病院、⑪ＪＣＨ

Ｏ秋田病院、⑫京病院、⑬島田病院、⑭能代病院、⑮能代山本医師会病院、⑯由利本

荘医師会病院、⑰本荘第一病院 

※すでに精度管理調査を行っている厚生連病院を除く 
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定内容をお知らせする。 

 

（２）指導及び公表について 

  新たに追加した検診機関については、当面は、調査と部会及び市町村への

調査結果報告のみを行い、改善指導と結果公表は一定期間を経てから行う。 


